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〔教育ローン〕 

項  目 内         容 

1.商品種類と商品

名 

①教育ローン「併用型」：在学中は専用ローンカードによる反復借入れが可能で、卒業時に証書貸付に切替

えして返済を行います。（以下「カードタイプ」といいます）※インターネットバンキングでもお借入れが

可能です。 

② 教育ローン「証貸型」：必要資金を一括して借り入れ、翌月より返済を開始します。 

（以下「一括借入タイプ」といいます） 

2.資金使途 教育に係る費用全般 

3. 借入資格 教育を受けようとする者の保護者または本人で、次の条件を満たし、保証会社の保証を受けられる方 

(1) 年齢 申込時の年齢が満20歳以上、かつ最終返済時の年齢が満80歳以下 

(2)年収 前年度税込年収100万円以上（個人事業主の方は前年度申告所得額100万円以上） 

(3)その他 過去１年以内に当行貸出金の延滞がない方 

4.融資期間 ①カードタイプ 

A. 当座貸越期間 ： 6ヵ月以上7年以内（1ヵ月単位）かつ最長卒業予定月まで 

B. 証書貸付期間 ： 6ヵ月以上10年以内（1ヵ月単位） 

②一括借入タイプ  ：6ヵ月以上22年以内（1ヵ月単位） 

（㈱オリエントコーポレーションの保証をご利用の場合は20年以内） 

5.融資金額 ①カードタイプ：10万円以上1,000万円以内（10万円単位） 

②一括借入タイプ：10万円以上1,000万円以内（1万円単位） 

医･歯・薬・獣医学部進学者で一括借入タイプに限り3,000万円以内 

6.融資利率および

返済額変動の基

準と頻度 

当行の短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利（以下「基準金利」といいます）に1.225%また

は3.225%を上乗せした利率とし、この基準金利の変更に伴ってその変動幅と同一幅にて変動します。 

※ご融資利率は2段階あり、審査結果により当行で決定させていただきます。 

なお、ご利用中のローンの変更後の利率の適用日は以下のとおりです。 

①カードタイプの当座貸越期間 

基準金利の変更日以降、最初に到来する利息支払日より適用されます。 

②カードタイプの証書貸付期間および一括借入タイプ 

基準金利の変更日以降最初に到来する約定返済日の翌日から適用され、返済額もその都度見直しされま

す。 

7.融資利率の割引 

（①②の併用は可

能です） 

①しずぎん joycaをご契約または同時にお申込みの方は､融資利率から年－0.6% 

※しずぎん joyca（一般カード）年会費：1,375円（入会初年度は無料・消費税等込み） 

②インターネットからお申込みいただき、ご契約がWEBで完結される方は、融資利率から年－0.9％ 

8.返済方法 ①カードタイプの当座貸越期間：随時返済。（毎月のご指定返済日にお利息のみをお支払いいただきます）

利息の計算方法は、前月のご指定返済日から当月のご指定返済日前日までの毎日の最終貸越残高につい

て、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算にて算出します。 

※インターネットバンキングにて随時ご返済いただくことも可能です。 

② カードタイプの証書貸付期間・一括借入タイプ：元利均等毎月返済〔毎月決まった金額（元金＋利息）

を、ご指定の預金口座から引き落としさせていただきます。〕 

※6 ヵ月ごとのボーナスによる増額返済も可能です。この場合、ボーナス返済分元金は融資金の 30％以内

とします。 

9.担保 不要です。 

10.保証 静銀信用保証㈱または㈱オリエントコーポレーションの保証をご利用いただきます｡（保証料は当行が負担

いたします） 

11.繰上返済等の手

数料 

①お借入れ期間中に融資条件の変更や融資金の繰上完済等を行う際には、下記のとおり手数料（消費税等込

み）をいただきます。融資条件の変更（カードタイプの証書貸付期間・一括借入タイプ）：6,600円 

②一部繰上または繰上完済（カードタイプの証書貸付期間・一括借入タイプ）：6,600円 

※繰上返済時（条件変更時）の残高が1百万円未満またはお借入日から繰上返済日（条件変更日）までの経

過日数が1年未満の場合は不要です。 

（次項へ続く） 
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項  目 内          容 

12.その他参考とな

る事項 

①カードタイプの当座貸越期間中は、銀行および保証会社において 2 年毎に継続審査を行いますが、審査

の結果、継続をお断りする場合があります。この場合、当座貸越期間は終了し、終了日の翌月より元金の

返済を開始させていただきます。 

②月々の返済額をお知りになりたい方は窓口または当行のホームページで試算します。 

③融資利率については、窓口でお問い合わせください。 

④お申込みにあたっては、諸条件等によりお申し出に添えない場合がございますので、あらかじめご承知お

きください。 

13.当行が契約して

いる指定紛争解

決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

①連絡先 全国銀行協会相談室 

②電話番号 0570－017109または03－5252－3772 

 


